
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  

 



  

 
 

 

「第 8 次あけみお福祉プラン」実現に向けて  

 

 

我が国における高齢化社会が、世界的にも類を見ないほど急速に

進む中において、本市でも、平成 30 年 2 月末現在、65 歳以上の高齢

者が 13,217 人に達し、高齢化率も 21.0％と着実に高齢化が進んでお

ります。 

団塊の世代が 75 歳に到達する 2025（平成 37）年には 4 人に 1 人が高齢者となると見込ま

れ、それに伴いひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯も増加し、寝たきりや認知症な

どで介護を必要とする高齢者、いわゆる要介護（要支援）認定者についても、今後はさらに増

加していくものと予測されています。 

今般の経済不況等による家族力の低下や地域相互扶助の弱体化等、高齢者を取り巻く環

境の変化に伴い、介護保険制度や福祉サービスのみでは十分に対応できない状況もあると

思われることから、高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるためには、現状分析と課題の整

理を行うとともに、地域での絆を再認識し支援し合う共助、協働により暮らしやすいまち

づくりを進めていくことが重要になっています。 

本市では、少子高齢化社会を見据えた「健康・長寿のまち再生」を施策の一つに掲げ、「思

いやりで支える共生のまち・なご」を基本テーマに、ライフステージに合わせた安心して暮らせ

るまちづくりに向けて取り組んでまいりました。  

今後も、さらに「人」と「人」とのつながりを生かしつつ“地域で生き活き（*1）と安心して暮す”

を計画の目標として掲げ、「第８次あけみお福祉プラン」を策定いたしました。  

具体的には、寝たきりや認知症にならないための介護予防事業の推進と重度化予防、要援

護高齢者等を地域で支えていくための地域包括ケア及び地域支援ネットワーク体制の推進に

向けて、関係機関・地域との連携をさらに強固なものとして進めていく内容となっております。 

このように高齢者を取り巻く環境は厳しい状況となっておりますが、本計画の実施と実現に

向けては市民の皆様をはじめ、関係機関の御理解と御協力を賜わりながら高齢者福祉の向上

と活力ある地域づくりを目指した取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

結びに、この計画の策定に当たり、かったつな御審議や御意見を賜わりました、名護市高

齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定部会の部会員の皆様をはじめ、関係者各位、そし

て調査等に御理解・御協力をいただきました民生委員・児童委員、高齢者の皆様に心より厚く

御礼を申し上げます。 
 
                           平成 30 年３月 

名護市長 渡具知 武豊 

 
（*1）生き活き ― 高齢者が、健康な暮らしや生きがいのある暮らしを通じて、生きる力や活力など

を持つことをイメージ。本計画では、「生」と「活」の 2 文字を使って「生き活き」と表記。 
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第１章 計画の策定にあたって 
 
１．計画の背景等 

 
（１）計画の背景 
 
わが国では少子高齢化が進展し、総人口が減少傾向にある一方で、高齢者人

口は増加し続けている。団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（平成 37）年には

高齢化率も３割に達し、およそ３人に１人が 65 歳以上の高齢者と見込まれてい

る。（国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口 2017（平成 29）年推

計より- 出生中位（死亡中位）推計） 

少子高齢化の進行などにともない、ひとり暮らし高齢者や老化・病気・認知

症等により介護が必要になる方の増加、高齢者が要介護高齢者を介護する老老

介護、地域で支え合う担い手が不足するなどの課題が顕在化する中、高齢者等

が自分らしい生活をおくるための支援や地域づくりが求められている。 

高齢者の介護を支える介護保険制度が 2000（平成 12）年にスタートし、名護

市においても介護保険事業計画の策定をすすめ、「高齢者福祉計画及び介護保険

事業計画」のもとで、介護保険サービスの一層の充実を図るとともに、介護予

防の推進、認知症高齢者支援の充実、地域ケア体制の構築等の施策を展開して

きた。 

今後、高齢化が一段と進む 2025（平成 37）年に向け、第７期介護保険事業計

画においては、高齢者のニーズや状態に応じて地域資源を活用しながら必要な

支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの深化を念頭に、計画策定に

取り組むことが重要となる。加えて、国が基本指針に掲げる“我が事・丸ごと”

の地域共生社会の実現を目指し、地域や多様な主体と一体となった取り組みの

充実が必要である。 

 

（２）計画の目的 
 

本計画は、高齢者における生活の実態及び各種サービスに対する意向の把握、

高齢者施策の実施状況の検証を行うとともに、国の動向や名護市の高齢者を取

り巻く現況・課題等を把握した上で介護保険サービス及び福祉施策を見直し、

「第８次あけみお福祉プラン」を策定することを目的とする。  
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（３）計画の位置づけ 

 

本計画は「第７次あけみお福祉プラン」を引き継ぎ、名護市第４次総合計画

の高齢者関連の補完施策となるとともに、名護市第４次地域保健福祉計画（計

画期間：2018（平成 30）年度～2022（平成 34）年度）等の高齢者に関わる計画

と連動するものである。 
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名護市第４次総合計画 

名護市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略

名護市第４次地域保健福祉計画 

地域における⽀え合いの仕組みづくりの視点 

第８次あけみお福祉プラン 

（名護市高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画） 

生活関連分野（交通・防災・住宅等）、教育・文化関連分野、男女共同
参画 等 

第３次名護市障がい者プラン 
(名護市第３期障害者計画･第５期障害福祉計画･第１期障害児福祉計画)

名護市子ども・子育て支援事業計画 

第２次健康なご 21 プラン（名護市健康増進計画） 

その他保健福祉関連計画等 
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（４）計画期間 
 

本計画は、2025（平成 37）年度を見通しつつ、2018（平成 30）年度から 2020

（平成 32）年度までの３年間を計画期間と定める。なお、本計画については 2020

（平成 32）年度に見直しを行うものとする。 

 

 

２．計画策定に向けた取り組み 

 
（１）ニーズ調査の実施 

 

高齢者の生活実態や健康状態、社会参加状況を把握し、今後の高齢者施策の

検討や充実を図るため、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」及び「在宅介護

実態調査」を実施した。 

 
 
（２）地域包括ケア「見える化」システム等を活用した地域分析 

 

地域包括ケア「見える化」システムは、都道府県・市町村における計画策定・

実行を支えるために厚生労働省により導入された情報システムで、介護や医療

関係の情報や課題解決のための取り組み事例などを提供するものである。介護

保険に関する情報やデータ等が一元化され、介護保険サービスの利用等に関し

て他地域との比較を行いながら名護市の特徴や課題を把握するとともに、シス

テムを活用し、介護保険サービスの見込み量等の将来推計を行った。 

 
 
（３）策定部会等の設置 

 

計画の策定にあたっては、保健、医療及び福祉分野の関係者や学識経験者、

そのほか介護保険サービスを提供している事業所の関係者、高齢者福祉等に関

係する団体等から構成される「名護市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策

定部会」を開催し、計画への意見を求めるとともに、行政の関係部課において

検討を行った。 
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３．将来の高齢者人口等の見通し  

 

 「第８次あけみお福祉プラン」の最終年度となる 2020（平成 32）年度及び、

中長期の目標となる 2025（平成 37）年度の総人口、高齢者人口、要介護者数等

は次の通りと推計する。 

 

■将来人口及び認定者数の推計 

将来人口の推計結果                           （単位：人） 

  

実績値 推計値 推計値 

2016 年 

H28 

2017 年 

H29 

2018 年 

H30 

2019 年 

H31 

2020 年 

H32 

2025 年 

H37 

0～39 歳 30,287 30,010 29,741 29,467 29,203 27,899

40～64 歳 19,664 19,635 19,636 19,562 19,567 19,317

65 歳以上 12,347 12,836 13,230 13,697 14,041 15,675

65～74 歳（前期高齢者） 6,210 6,571 6,845 7,212 7,582 8,055

75 歳以上（後期高齢者） 6,137 6,265 6,385 6,485 6,459 7,620

総人口 62,298 62,481 62,607 62,726 62,812 62,892

高齢化率 19.8% 20.5% 21.1% 21.8% 22.4% 24.9%

 

認定者数の推計結果                           （単位：人） 
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第２章 計画の基本的な考え方 
 
 

１．計画の目標 

 

 高齢者ニーズ等を踏まえ、在宅重視の流れの中で、地域の住民や組織、商工

業事業者、介護、福祉、医療等の関係者・関係団体等が連携し高齢社会を支え

合う、地域包括ケアシステムの構築を目指し、取り組みを進めているところで

ある。 

 名護市における地域包括ケアシステムの構築については、都市地域、農村地

域それぞれの地域特性に応じた検討が重要となっている。これまでのニーズ調

査によると、都市地域（概ね国勢調査の人口集中地区※１）では、余暇や創作な

ど生活を楽しむ高齢者が比較的多く、一方で地域での交流が少なくなっている

高齢者もみられ、地域社会での役割を担う機会が減少している。農村地域では

高齢化が進み、心身機能の低下者が多く閉じこもりもみられるが、地域での交

流があり、高齢者の地域社会での役割も一定程度みられた。こうした都市地域、

農村地域においては、社会資源の多様性の面で優位な都市地域と、地域の人と

人とのつながりの面で優位な農村地域という状況もある。 

引き続き、都市地域では、社会資源を活かしつつ人と人とのつながりを再構

築し、農村地域では、人と人とのつながりを活かしつつ社会活動の場を確保す

る視点を持ち、地域包括ケアシステムの深化や“我が事・丸ごと”の地域共生

社会の実現を目指すため、計画の目標を 

地域で生き活き※２と安心して暮らす 

～集い、ゆいまーるでつながる あけみおのまち～ 

とする。 

 

  
※１ 人口集中地区－国勢調査において統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定

めたもので、「都市的地域」の特質を明らかにする統計上の地域単位として、市区町村の域内

の人口密度の高い地域を表す。 
※２ 生き活き－高齢者が、健康な暮らしや生きがいのある暮らしを通じて、生きる力や活力など

を持つことをイメージ。本計画では、「生」と「活」の２文字を使って「生き活き」と表記す

る。 
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２．計画の方針 

 

（１）生き活き暮らす 

壮年期、高齢期において、心身を健やかに保持していくことができるよう、

身近な地域などでの健康づくり、生きがいづくり、介護予防の支援を進める。

また、暮らしの基盤となる住まいは、健やかに生活していく上で重要な要素と

なることから、高齢者が在宅で生活しやすい住環境の確保に向け支援を行う。 

 

 

 

（２）安心して暮らす 

心身機能が低下する高齢期等において、認知症を含め支援が必要な状態への

進行が大きな不安となることから、そうした不安感等を可能な限り取り除き安

心して暮らし続けていくことができるよう、介護保険サービスの充実、医療と

介護の連携強化、在宅生活支援の推進、認知症（の人やその家族）への早期の

対応、権利擁護の推進等に取り組むこととする。 

 

 

 

（３）地域で共に支え合い暮らす 

地域、自宅で安心して暮らし続けていくことを希望する高齢者が多い。そう

した高齢者の希望を具体的なものとしていくために、地域住民、商工事業者、

介護、保健、医療、福祉等の関係者・関係団体が相互に連携し、一人ひとりの

高齢者を支える地域包括ケアシステムを強化する取り組みを進める。さらに、

今後の高齢社会に市民が一丸となって取り組んでいけるよう、地域共生社会の

実現を目指し、市民の支え合いの心を育むなど地域福祉を推進する。 
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３．日常生活圏域の設定 

 

現在、地域活動のまとまりは区公民館を中心とした区となっており、地域保

健福祉計画でも区を基礎単位としている。したがって、地域の支え合いや身近

な介護予防対策等については、今後とも区を基本に進めていくこととし、本計

画における基礎圏域を「区」とする。 

また、高齢者が在宅で暮らし続けていくためには、日常生活を支えるサービ

スを提供する事業所等を確保することが重要であり、一定の身近な範囲での確

保が必要とされている。加えて、区を支援する拠点の確保も一定の範囲で必要

である。これまでの第４～７次あけみお福祉プランでは、上位関連計画の総合

計画等と整合をとるため、３地区を日常生活圏域とし各種施策を展開してきた。

しかしながら、今後、地域包括ケアシステムの強化、地域型地域包括支援セン

ターの設置検討や地域特性に応じたより身近な場での介護予防等の展開が必要

なことから、現「名護湾地区」を『名護地区』と『屋部地区』に分割し４地区

とする。ただし、施設整備の際は、従来の屋部地区を含む旧「名護湾地区」の

範囲で検討するなど、取り組みの内容に応じて柔軟な対応が可能な圏域設定と

する。屋部地区の設定により、圏域の名称についても変更を行う。 

 

■ 名護市における生活圏域 

１．日常生活圏域（４地区） 
 

名護地区／屋部地区／羽地・屋我地地区／久志地区 
 

機能：名護市のまちづくりの単位。高齢者を支援するサービスを確保する単

位とするとともに、関係者の連携体制の充実強化を図る範囲 
   ※施設整備などについて第７次プランまでの３地区や地区を複数あ

わせた範囲で検討ができるなど、取り組み内容に応じて柔軟な範囲

設定ができるものとする 
施設：地域密着型施設（小規模多機能型施設、グループホーム等）、保健福

祉活動の支援拠点（支所等） 
 
２．基礎圏域（区の単位） 

 
機能：地域保健福祉計画の基礎単位、地域活動のまとまり 

※人口規模や面積の大きい区は、規模や地域の実情に応じて見守り等

が実施しやすい範囲に分けて活動を促進するものとする 
施設：介護予防拠点（区公民館等）等 
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４．施策の体系  
 

本計画の施策の全体体系は、次のとおりとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽬標 ⽅針 施策項⽬ 個別施策
①住⺠健診等の充実
②⽣活習慣病予防等保健指導・教室の推進
①⾼齢者の主体的な活動の⽀援
②⽣涯学習・交流機会の充実
③就労機会等の確保
１）⼀般介護予防の推進

①介護予防対象者の把握
②介護予防に関する普及･啓発
③介護予防活動の活性化⽀援
④⼀般介護予防事業の評価の実施

２）介護予防・⽣活⽀援サービスの推進
①訪問型サービスの推進
②通所型サービスの推進
③その他⽣活⽀援サービスの創出
④介護予防ケアマネジメントの強化

①住宅改造等の⽀援
②⾼齢者に利⽤しやすい住宅の確保
③移動⼿段の確保
１）介護保険サービスの充実

①居宅サービスの充実促進
②地域密着型サービスの充実 
③施設・居住系サービスの充実 

２）介護保険事業の円滑な実施
①介護⽀援専⾨員との連携強化と⽀援充実
②介護保険制度等の周知 
③適正利⽤の推進と事業者への指導・⽀援の強化
④保険料等の軽減
⑤共⽣型サービスの参⼊促進
⑥介護⼈材の確保・育成の促進

①かかりつけ医の普及促進 
②医療環境の確保 
③在宅医療・介護連携の推進 
①認知症に関する啓発
②認知症⾒守り体制等の確保 
③認知症⽀援体制の強化
①在宅⽀援サービスの推進 
②安⼼連絡サービスの推進 
③家族介護者への⽀援 
①⾼齢者への虐待防⽌と早期対応
②権利擁護の適切な推進 
③低所得者対策の推進 
④災害時要援護者⽀援対策の充実 
①⾼齢者福祉等への理解促進
②相談体制の充実
③地域での相談体制の充実
④⾼齢者・福祉関連情報の提供
①地域包括⽀援センターの拡充及び機能強化
②名護市地域ケア会議の推進
③課題解決に向けた取り組みの協議の場の充実
④⾼齢者⽀援体制の充実

⽅
針
1
 
⽣
き
活
き
暮
ら
す

⽅
針
２
 
安
⼼
し
て
暮
ら
す

⽅
針
３
 
地
域
で
共

に
⽀
え
合
い
暮
ら
す

地
域
で
⽣
き
活
き
と
安
⼼
し
て
暮
ら
す

〜
集
い
、
ゆ
い
ま
ー
る
で
つ
な
が
る
 
あ
け
み
お
の
ま
ち
〜

（１）健康づくり⽀援の充実

（２）⽣きがいづくり⽀援の推進

（３）介護予防・重度化予防の強化

（４）⽣活基盤の充実

（２）医療・介護連携

（３）認知症対策の強化

（４）在宅⽣活⽀援の推進

（５）配慮が必要な⾼齢者への⽀援
体制の充実

（２）地域包括ケアシステム体制の
充実

（１）介護保険サービスの充実と
介護保険事業の円滑な実施

（１）⾼齢社会への意識づくりと相
談⽀援体制の充実
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市民

 
 
 
 
 

相談・⽀援コーディネート

医療との連携充実 

 
 

 
 
 
 
 

⾼齢社会への意識・地域⽀え合いづくり

見守り、 
声かけ等 

認知症対策の強化 

⽣活基盤の充実 

 
 
 

日常生活圏域レベルのネットワー
ク（地域ケア圏域別会議等を通じ
た連携充実） 

参加 

支援 

支援 支援 

第２層生活支援コーディネーター 

⽇常⽣活 
圏域 

市域レベルのネットワーク（地域ケア推
進会議等を通じた連携充実） 

第１層生活支援コーディネーター 

区 

⺠⽣委員
区福祉推進委員会等

活動参加 
情報提供 

介護保険サービスの充実 

 
 
 

健康づくり・⽣きがいづくり⽀援の推進   介護予防の強化 

 

 
 
 

ミニデイ・通いの場 

相談

名護市域 

支援 

⽼⼈クラブ等 

⽅針１ ⽣き活き暮らす 

要支援者

⽅針２ 安⼼して暮らす ⽅針３ 地域で共に⽀え合い暮らす 以下の項⽬は⽅針 1〜３の各論と連動 

参加 

５．名護市の地域包括ケアのイメージ   

・地域密着型サービス 

元気高齢者 

・かかりつけ医 
・訪問診療 

・認知症予防教室 
・認知症サポーター 

配慮が必要な⾼齢者への⽀援 

声かけ等 

・⾼齢者への虐待防⽌ ・権利擁護 
・低所得者対策    ・災害時要援護者⽀援対策 

お隣ご近所
の単位 

（顔のみえる
おつきあい）

支援 

・名護市地域包括⽀援センター 
・在宅介護⽀援センター 
・情報発信 
・多職種によるネットワーク構築 

・⾼齢者福祉等への理解促進 
・⽀所等を活⽤した圏域の拠点 
・社会福祉協議会 
・⼈材の育成 

参加

住民 
事業所 

参加

在宅⽣活⽀援の推進 
・軽度⽣活援助 ・筋⼒トレーニング ・配⾷サービス 
・緊急通報システム ・ふれあいコール事業 
・家族介護者への⽀援  等 

⽣活⽀援体制⽀援整備事業の推進

・住⺠健診 
・健康教室・スポーツ教室 
・敬⽼会・スポーツ⼤会 
・シルバー⼈材センター 
・⽼⼈クラブ 
・新しい⽣きがいメニューの創出⽀援 
・⽣涯学習施設、中央図書館  等 

・介護予防に関する情報発信 
・いきいき百歳体操、介護予防教室、願寿教室 
・ミニデイ、交流サロン 
・⽇常の⽣活援助、お助け隊 
・通いの場の確保  等 

・住宅改修 ・良質な住宅の確保 
・名護市外出困難⾼齢者通院⽀援 

サービス 
・買い物弱者⽀援 
・⾼齢者移送サービス  等 

・居住サービス 
・施設・居住系サービス 
・名護市介護保険事業所連絡協議会 
・共⽣型サービスの参⼊促進 
・介護⼈材の確保・育成の促進 

在宅医療・介護連携推進事業 

・地域医療⽀援病院 
・やんばる在宅医療・介護連携⽀援センター 

・認知症初期集中⽀援チーム 
・認知症地域⽀援推進員 
・名護市認知症 SOS ネットワーク 
・交流・居場所づくり   

支援 
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第３章 高齢者等支援計画 

 

方針１ 生き活き暮らす                   

 

（１）健康づくり支援の充実 

 

施策の⽅向 

 

市民一人ひとりが健康寿命の延伸を図れるよう、壮年期からの健康づくりを支援する。

そのために、生活習慣病予防等に関する啓発を図るとともに、住民健診や健診後の保健

指導等の利用を促進する。 

 

取り組み内容 

①住⺠健診等の充実 （担当課：健康増進課）                   

ア）生活習慣病予防及び特定健診、がん検診の受診への意識啓発を図るために、「市

民のひろば（市広報誌）」等を通じ広報活動を進めるとともに、医療機関や区

等との連携、保健推進員による個別訪問等により健診受診の勧奨等を図ってい

く。 

イ）市民の健診受診が容易になるよう、休日、夜間、出張健診等の充実や健（検）

診対応医療機関の拡充を図る。 

ウ）高齢者を感染症から予防するために、インフルエンザ、肺炎球菌等の予防接種

を促進する。 

 

■計画目標（健康増進課）  

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

住
民
健
診
等 

特定健康診査受診率 37.9% 38.9% 40.0％ 42.0％ 45.0% 49.0% 

胃癌検診受診率 6.3% 5.3% 8.0％ 14.0％ 20.0% 26.0% 

肺癌検診受診率 23.0% 20.3% 25.0％ 28.0％ 31.0% 33.0% 

大腸癌検診受診率 17.3% 15.1% 18.0% 23.0% 28.0% 32.0% 

乳癌検診受診率 23.5% 23.2% 27.0% 32.0% 37.0% 42.0% 

子宮癌検診受診率 19.0% 22.2% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 

休日健診受診者数 948 人 674 人 800 人 800 人 800 人 800 人 

夜間健診受診者数 68 人 80 人 80 人 100 人 100 人 100 人 
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②⽣活習慣病予防等保健指導・教室の推進 (担当課：健康増進課、⽂化スポーツ振興課） 

ア）有所見者で特定保健指導の未利用者に対し、電話や訪問等により利用促進を図

る。 

イ）市民が継続的に健康づくり活動に取り組めるよう、区公民館等身近な地域での

健康教室やスポーツ教室を、区等地域主体での開催を促進するとともに、スポ

ーツ推進委員等との連携によりその支援を図る。 

 

■計画目標（健康増進課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

訪問指導(延べ件数） 959 回 1,027 回 1,095 回 1,095 回 1,143 回 1,202 回 

特定保健指導実施率 49.6% 52.0% 55.0% 55.0％ 57.0％ 59.0％ 

健康教育実施回数 0 回 3 回 5 回 5 回 5 回 5 回 

健康相談実施回数 204 回 203 回 203 回 203 回 203 回 203 回 

メタボリックシンドローム該当者・

予備群割合（男女計） 
40.8％ 41.4% 42.0% 42.0％ 42.0％ 42.0％ 
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（２）生きがいづくり支援の推進 

 

施策の⽅向 
 
市民が高齢期においても、生きがいを持って、生き活きと生活していくことができる

よう、地域活動、スポーツ・学習活動、就労等様々な分野での支援対策を進める。 

 

取り組み内容 

①⾼齢者の主体的な活動の⽀援 （担当課：介護⻑寿課、学校教育課）        

ア）高齢者の地域での活動の場の１つとなる老人クラブについて、主体的な活動が

継続的に行えるよう、会員確保やリーダー養成等への働きかけを行うなど、そ

の支援を進める。 

イ）教育の現場において、高齢者の知識や経験等を利用し、地域特性に応じた教育

の取り組みが進められるよう、また、登下校時の見守りのボランティア等とし

ての連携を図っていく。 

ウ）地域の見守り、声かけ、支え合い活動等社会参加の促進を図るため、介護生活

支援ボランティア制度の創設に取り組む。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

老人クラブ助成対象団体数 43 団体 42 団体 41 団体 43 団体 44 団体 45 団体 

 
 

②⽣涯学習・交流機会の充実 （担当課：介護⻑寿課、中央図書館）         

ア）高齢者の健康・生きがいづくりに資するよう、「名護市長杯ゲートボール大会」

等の開催や市老連への補助等を通じた高齢者スポーツの普及や中央図書館で

取り組んでいる高齢者の利用支援（大活字本の購入等シニアコーナーの充実、

読み聞かせボランティアの支援、講演会・上映会等の開催等）を進めていく。 

イ）高齢者が互いに長寿を祝い、自らの生活の向上に努める意欲を高めることがで

きるよう、名護市敬老会を開催する。 

ウ）生きがい活動に取り組む住民等を市民に広く紹介し、地域のニーズに即した新

しい取り組みの創出を促進する。 
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■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

老人スポーツ助成（大会運営

費）対象数 
２大会 ２大会 ２大会 ２大会 ２大会 ２大会 

市長杯ゲートボール大会 

参加者数 
181 名 172 名 157 名 168 名 

168 名 168 名 

敬老会来場者数 約 900 人 約 900 人 約 900 人 約 900 人 約 900 人 約 900 人

 

 

③就労機会等の確保 （担当課：介護⻑寿課）                   

ア）高齢者の就労ニーズに対応できるよう、シルバー人材センターの周知を図ると

ともに、センターの就業分野の開拓・拡充（事務系や技能系）に向け、働きか

けを進める。 

イ）シルバー人材センターについては、就労以外の社会参加活動（祭り後の清掃、

福祉施設の慰問等）も行っていることから、社会参加の面での利用促進を図っ

ていく。 

 

■計画目標（介護長寿課）           

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度 

2017 年度

Ｈ29 年度 

2018 年度

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度 

シルバー人材センター会員数 267 人 270 人 263 人 264 人 274 人 285 人 

シルバー就業延人数 14,860 人 14,969 人 16,000 人 16,300 人 16,600 人 16,900 人

ボランティア活動（延人数） 251 人 282 人 230 人 250 人 270 人 290 人 
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（３）介護予防・重度化予防の強化 

 

施策の⽅向 

 

高齢期をより健やかに暮らすことができるよう、介護予防や重度化防止の取り組みを

強化し、高齢者の日常生活の自立を支援する。虚弱な高齢者等を早期に把握し、介護予

防事業の利用を促進する。さらに、介護予防活動が継続的に行えるよう、区単位等の身

近な地域で多様な主体による介護予防事業が展開されるよう働きかける。元気な高齢者

や地域住民が介護予防に関心を持ち、介護予防活動等の担い手として関われるような取

り組みを進める。また、在宅での自立生活を支援するために、各種在宅サービスの充実

を図る。 

 

取り組み内容 
 

１）⼀般介護予防の推進（対象：すべての⾼齢者と介護予防活動に関わる家族や⽀援者など） 

①介護予防対象者の把握（介護予防把握事業） （担当課：介護⻑寿課）         

ア）介護予防活動が必要な心身機能の低下がみられる高齢者を早期に把握し、介護

予防活動につなげるために、地域包括支援センター、在宅介護支援センターに

よる訪問活動や相談対応を通して、また区福祉推進委員会や民生委員等の地域

活動より介護予防が必要な高齢者を把握する。 

イ）新 75 歳到達者へ心身機能の状態等を確認する基本チェックシートを送付し、

対象者の把握に努める。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

新 75 歳到達者への基本 

チェックリストの送付 
－ － － 新規 実施 実施 

 

 

②介護予防に関する普及･啓発（介護予防普及啓発事業） （担当課：介護⻑寿課）     

ア）高齢者や住民の介護予防への関心が高まるよう、「市民のひろば」や各種教室、

講座の開催などを通じて、介護予防に関する知識や情報、介護予防の必要性の

普及に取り組む。 



  

18 
 

③介護予防活動の活性化⽀援 （担当課：介護⻑寿課）               

ア）いきいき百歳体操、介護予防教室、願寿教室等の予防事業をさらに普及し、身

近な所での実施拡充を目指す。住民が主体的に取り組む介護予防活動や通いの

場を地域に広めることで、見守りのネットワークの充実も期待されることから、

各教室等の拡充を支援する。男性の参加が依然少ないことから参加を呼びかけ

る。通いの場などのサポートを行う支援者の確保・支援を進める。（地域介護予

防活動⽀援事業） 

イ）地域での介護予防の取り組みの充実を図るため、体操教室等、通所、訪問、地

域ケア会議、住民運営の通いの場などへの理学療法士等の専門職員を派遣し、

専門職から得た知識と実践方法を各種教室や介護予防事業の内容・運営の充実

に活かすことができるよう支援する。（地域リハビリテーション活動⽀援事業） 

 
■計画目標（介護長寿課） 

②介護予防に関する普及・啓発／③介護予防活動の活性化支援 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度 

2017 年度

Ｈ29 年度 

2018 年度

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度 

ミニデイサービス実施箇所数 54 箇所 54 箇所 53 箇所 53 箇所 55 箇所 55 箇所 

高齢者体操教室（支所単位） － 
3 箇所 

82 回 

6 箇所 

288 回 
5 箇所 5 箇所 5 箇所 

いきいき百歳体操（累計積） － ９箇所 17 箇所 30 箇所 40 箇所 55 箇所 

願寿教室※ 
32 区 

－ 

29 区 

47 回 

18 区 

18 回 
18 回 18 回 18 回 

願寿教室（栄養改善、口腔ケア） － 12 回① 12 回① 12 回 12 回 12 回 

願寿教室（膝痛、腰痛予防） ８回② ６回② ６回② 18 回 6 回 6 回 

地域リハビリテーション支援事業 

（地域介護予防活動への専門職の

派遣回数） 

－ 6 回 10 回 10 回 15 回 20 回 

高齢者支援サポーター養成講座 

開催数 
－ － ４回 ３回 ３回 ３回 

※願寿教室での①栄養・口腔ケア②膝痛・腰痛予防の再掲実績 

 

 
 

④⼀般介護予防事業の評価の実施（⼀般介護予防事業評価事業） （担当課：介護⻑寿課）   

ア）より効果的な介護予防の実施が行えるよう、教室等の実施後にアンケートを用

いて生活改善状況等の効果を把握するとともに、介護予防事業の評価を実施し、

必要に応じて、事業内容の充実等を図る。 
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２）介護予防・⽣活⽀援サービスの推進（対象：要⽀援１・２の認定者、事業の対象者） 

①訪問型サービスの推進 （担当課：介護⻑寿課）                  

ア）掃除、洗濯等の日常生活上の支援を行う名護市高齢者家事お助け隊事業（訪問

型 A）の利用を促進するとともに、サービスの支援者の更なる技術の向上を目

指し、研修等を開催する。 

イ）交通手段がなく地域の通いの場、介護予防事業等に参加できない高齢者の活動

機会や活動の範囲を拡充するため、移動支援（訪問型Ｄ）の検討を行う。 

 

②通所型サービスの推進 （担当課：介護⻑寿課）                 

ア）高齢者交流サロン（通所型Ｂ）が身近な通いの場として充実するよう、利用を

促進する。 

イ）生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等事業、口腔機能向上

事業（短期集中予防サービス（通所型Ｃ））について、自立生活を支援するた

めに、事業実施後にアンケートを行う等、高齢者等のニーズを踏まえた取り組

みを進める。 

ウ）「通所型サービス」については、初心者や継続希望者、運動強度別のニーズ等

様々なニーズに身近な地域（支所や区単位等）で一定対応できるよう、サービ

スの確保を促進する。また、高血圧や脳卒中発症予防、健診受診及び治療継続

の必要性を伝えるなど、本市の高齢者の疾病特性を踏まえた予防事業を推進す

る。さらに、閉じこもりがちな高齢者が介護予防活動に参加できるよう、地域

の支援者と連携しながら働きかけを行う。 

 

③その他⽣活⽀援サービスの創出 （担当課：介護⻑寿課）             

ア）地域包括支援センターや生活支援コーディネーター、協議体において、高齢者

等の介護予防ニーズや地域の課題を把握し、社会資源の活用や多様な主体の参

画を促しながら新たな生活支援サービス等を創出していく。 

 

④介護予防ケアマネジメントの強化 （担当課：介護⻑寿課）            

ア）自立支援・介護予防を意識した介護予防ケアプランの作成を促進するため、多

職種協働による「自立支援型地域ケア個別会議」の充実をはかり、高齢者の生

活の質（ＱＯＬ）の向上を目指す。 
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■計画目標（介護長寿課） 

①訪問型サービスの推進／②通所型サービスの推進／③その他生活支援サービスの創出／④介護予防ケア

マネジメントの強化 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度

2017 年度

Ｈ29 年度

2018 年度

Ｈ30 年度

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス 

①介護予防訪問介護（旧介護予防

訪問介護相当） 
－ 79 人 125 人 130 人 135 人 140 人 

②訪問型サービスＡ（緩和基準） 

高齢者家事お助け隊事業 
－ 36 人 65 人 100 人 140 人 180 人 

③訪問型サービスＢ（住民主体） － － － 検討 検討 検討 

④訪問型サービスＣ（短期集中） － － － 10 人 10 人 15 人 

⑤訪問型サービスＤ（移動支援） － － － 検討 検討 検討 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス 

①介護予防通所介護（旧介護予

防通所介護相当） 
－ 184 人 306 人 318 人 331 人 345 人 

②通所型サービスＡ（緩和基準） － － － 検討 検討 検討 

③通所型サービスＢ（住民主体）

高齢者交流サロン 
－ 

２か所 

104 回 

288 人 

２か所 

288 回 

989 人 

６か所 

1,800 人

８か所 

2,000 人 

８か所 

2,200 人

④通所型サービスＣ（短期集中） － － － 20 人 20 人 30 人 

その他の生活支援サービス（見守り、 

訪問型サービス等） 
－ － － 検討 検討 検討 

ミニデイサービス参加実施人員 963 人 891 人 860 人 870 人 880 人 890 人 

介護予防に資する住民主体の通いの場

への参加実人員 
－ 143 人 210 人 330 人 430 人 480 人 

介護予防ケアマネジメント 
１４件 

（14 人） 

2,339 件

（200 人）

3,545 件

（296 人）

3,696 件

（308 人） 

3,852 件

（321 人） 

4,008 件

（334 人） 

 

総合事業のサービス構成 サービスの説明など 

⼀
般
介
護
予
防
事
業 

①介護予防訪問介護（旧の介護予防訪
問介護相当） 

地域の実情に応じて収集した情報等の活⽤により、閉じこもり等の何らかの⽀
援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる 

②介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を⾏う ※願寿教室等 

③地域介護予防活動⽀援事業 住⺠主体の介護予防活動の育成・⽀援を⾏う
※ミニデイサービス等⾼齢者の憩いの場をつくり、孤⽴感の解消や健康増進を図る 

④⼀般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める⽬標値の達成状況等を検証し、⼀般介護予防
事業の評価を⾏う 

⑤地域リハビリテーション活動⽀援事業 理学療法⼠等リハビリテーション専⾨職による、住⺠主体の通いの場などへの
介護予防の⽀援を⾏う 

介
護
予
防
・
⽣
活
⽀
援
サ
␗
ビ
ス
事
業 

訪
問
型
サ
␗
ビ
ス

①介護予防通所介護（旧介護予防
通所介護相当） 

訪問介護員による⾝体介護、⽣活援助 

②訪問型サービスＡ（緩和基準） 
介護予防サービスの利⽤を希望した市⺠について要介護状態への移⾏を防
⽌することを⽬的に家事⽀援を⾏う ※名護市⾼齢者家事お助け隊事業 

③訪問型サービスＢ（住⺠主体） 住⺠主体の⾃主活動として⾏う⽣活援助等 
④訪問型サービスＣ（短期集中） 保健師等専⾨職による居宅での相談指導等 
⑤訪問型サービスＤ（移動⽀援） 通院等をする場合における送迎前後の付き添い⽀援等 

通
所
型
サ
␗
ビ
ス

①通所介護（現⾏の通所介護相当） 通所介護と同様のサービス⽣活機能の向上のための機能訓練 
②通所型サービスＡ（緩和基準） ミニデイサービス、運動・レクリエーション等 ⾼齢者交流サロン 
③通所型サービスＢ（住⺠主体） 体操、運動等の活動など、⾃主的な通いの場 

④通所型サービスＣ（短期集中） 
⽣活機能を改善するための専⾨職による運動器の機能向上や栄養改善等
のプログラム 

その他の⽣活⽀援サービス 
（配⾷、⾒守り、訪問型サービス等） 

①栄養改善を⽬的とした配⾷や、②住⺠ボランティア等が⾏う⾒守り、③訪問
型サービス、通所型サービスに準じる⾃⽴⽀援に資する⽣活⽀援（訪問型サ
ービス・通所型サービスの⼀体的提供等）からなる 

介護予防ケアマネジメント 
要⽀援者等の状況に応じて適正なサービスが包括的かつ効率的に提供され
るよう⾃⽴した⽇常⽣活に必要な援助を⾏う 
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（４）生活基盤の充実 

 

施策の⽅向 
 
高齢者の暮らしの基盤となる住まいが高齢者等にとって利用しやすいものとなるよ

う、住まいに関する情報提供や相談対応を充実する。また、住宅改造支援を行うととも

に、公民の住宅ストックを活用し、住宅の確保を図る。市内での移動が容易となるよう、

交通手段の確保を図る。 

 

取り組み内容 
 

①住宅改造等の⽀援 （担当課：介護⻑寿課）                   

ア）高齢者の転倒予防等、予防的な住宅改修の実施支援に向け、住宅改造助成事業

の周知及び利用促進を図るとともに、改修後の効果の検証を行う。 

イ）住宅改修技術の向上を図るため、引き続き講習会を開催するとともに、講習会

を工事事業者、介護支援専門員、作業療法士等の連携の場として活用する。 

ウ）改修事業が円滑に行われるよう、事業者への有資格者の確保を働きかけ、事業

登録業者の増加に努める。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

住環境コーディネーター資格 

取得者による講習会開催数 
１回 １回 １回 1 回 1 回 1 回 

受領委任払い登録事業者数 11 社 11 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

 

 

②⾼齢者に利⽤しやすい住宅の確保 （担当課：建築住宅課、介護⻑寿課）      

ア）市営住宅において、入居時もしくは入居後に高齢者の利用が円滑になるよう、

引き続き優先的選考を行うとともに、低階層への住み替え希望者に対して、待

機者のいない空き家がある場合には、情報提供しながら住み替えを推進する。 

イ）高齢者等の住まいに関するニーズを把握し、住まいの相談支援の充実に向けて

沖縄県居住支援協議会などの関係機関との連携により、住まいに関する情報の

発信に努める。また、沖縄県が設置している「住まいの総合相談窓口」につい
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て普及を図る。 

ウ）高齢者の良質な住まいの確保にむけて、沖縄県との連携のもと、市内の有料老

人ホームの実態把握に努めるとともに、有料老人ホーム事業所との連携を強化

する。 

 

③移動⼿段の確保 （担当課：介護⻑寿課）                      

ア）公共交通機関の利用が困難な要援護高齢者を対象とした「名護市外出困難高齢

者通院支援サービス事業」の充実に向け、事業者数の確保を図るとともに、利

用適用範囲の拡充（車いす利用者以外で公共交通機関の利用が困難な要援護高

齢者）を図るなどサービス内容の充実に努める。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度 

2017 年度

Ｈ29 年度 

2018 年度

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度 

名護市外出困難高齢者通院支援

サービス事業利用者数 
７人 ７人 ８人 ８人 ９人 10 人 

買い物弱者支援事業（実施団体数） ３団体 ２団体 5 団体 ８団体 ８団体 10 団体 

高齢者移送サービス事業 － － － 検討 実施 実施 
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方針２ 安心して暮らす            

 

（１）介護保険サービスの充実と介護保険事業の円滑な実施 

 

施策の⽅向 

 

介護が必要な高齢者の自宅や地域で暮らし続けたいという希望に沿うことができ、在

宅での生活がより快適になるよう、居宅サービスの充実を図るとともに、施設ニーズに

も一定対応できるよう、施設・居住系サービスの確保を進める。また、サービスの質の

向上等を図るため、介護支援専門員の支援、適正化事業の推進等を行う。 

 

取り組み内容 

 

１）介護保険サービスの充実 

①居宅サービスの充実促進 （担当課：介護⻑寿課）                

ア）小規模通所介護や訪問介護事業所に加え、居宅支援事業所に対する指定及び指

導監査権限が県から市町村に移行されことから（2018（平成 30）年４月より）、

適切な指定や指導等に努める。 

イ）在宅ケアの充実を図るため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模

多機能型居宅介護等のニーズ把握、サービス提供事業所の動向確認等を進める。 

 

②地域密着型サービスの充実 （担当課：介護⻑寿課）               

ア）地域密着型サービスの利用に向け情報提供の充実を図る。 

イ）日常生活圏域内等身近な地域でのサービスが確保・維持されるよう、小規模多

機能居宅介護のサテライト施設の整備促進、認知症対応型通所介護、地域密着

型通所介護の利用促進を図る。 

 

③施設・居住系サービスの充実 （担当課：介護⻑寿課）              

ア）介護療養型医療施設の廃止について経過措置期間が 2023（平成 35）年度末へ

延長されたことから、国の方針を確認しながら必要に応じて代替施設整備の促

進を図る。  



  

24 
 

イ）市民の施設利用ニーズに対応できるよう、認知症対応型共同生活介護や地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

（広域型）特定施設入居者生活介護等、施設・居住系サービスの整備を進める。 

 

２）介護保険事業の円滑な実施 

①介護⽀援専⾨員との連携強化と⽀援充実 （担当課：介護⻑寿課）         

ア）自立支援・重度化予防のケアマネジメントを進めるため、自立支援に資する研

修会等を開催するなど居宅支援事業所の介護支援専門員との連携を強化する。 

イ）地域の介護支援専門員がケアマネジメント等において、より適切な対応ができ

るよう個別指導を行うとともに、「主任介護支援専門員・介護支援専門員委員

会」の事例検討会等への参加促進を図る。 

 

②介護保険制度等の周知 （担当課：介護⻑寿課）                 

ア）制度改正の時期にあたって、その周知を図るため、介護予防・介護保険サービ

スに係る変更点、認知症対策、地域包括ケア等の主要なポイントを市広報誌や

パンフレット、ホームページ、区長会等の定例会等を通じて、広報活動を進め

る。 

イ）より良いサービス提供、または利用者及び家族がサービスを利用する際の参考

となるよう、各居宅支援事業所及びサービス提供事業所に県の介護サービス情

報の公表システムへの積極的な公開を促進するとともに、優良加算を受けた事

業所について紹介していく。また、同システムの事業所情報の活用を市民へ働

きかける。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度 

2017 年度

Ｈ29 年度 

2018 年度

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度 

「みんな笑顔で介護保険」の印刷

部数 
－ 

印刷 

750 部 
－ 

印刷 

1,000 部 

印刷 

1,000 部 

印刷 

1,000 部 

地域での制度改正の説明会 

開催数 
－ － － １回 ５回 ５回 

認知症パネル展開催数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 
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③適正利⽤の推進と事業者への指導・⽀援の強化 （担当課：介護⻑寿課）      

ア）介護保険サービスの適正利用を図るため、ケアプランチェック、認定調査状況

チェック、レセプト点検等適正化事業を効果的に実施する。 

イ）社会福祉協議会との連携により「名護市介護保険事業所連絡協議会」や各サー

ビスの連絡会が活性化するよう、協議会のあり方や開催目的を明確にするとと

もに、介護保険サービス事業所への参加を促進するなどの支援を行う。適正化

事業から把握された課題等については、「名護市介護保険事業所連絡協議会」

の研修等で共有を図り、適切なサービス提供や質の向上を促進する。 

ウ）公平な要介護認定調査の実施のため、認定調査員の研修等の開催により調査員

のさらなる質の向上を図る。 

エ）利用者に対する適切なサービス提供や介護報酬請求が行われるよう、引き続き

集団指導や実地指導等を行うとともに、事業所の自己評価を促進する。 

オ）高齢者の生活が向上し、ニーズにあった効果的な地域密着型等のサービスが展

開されるよう、事業者の適切な指定に取り組む。 

カ）「名護市介護保険事業所連絡協議会」の中の「名護市有料老人ホーム委員会」

を活用し、有料老人ホームの適正な運営や介護サービスの適正利用を促進する。 

  

④保険料等の軽減 （担当課：介護⻑寿課）                    

ア）経済的な理由等によって介護保険料の納付が困難な第１号被保険者に対し、介

護保険料の軽減を行う。 

イ）低所得者の負担軽減を図るため、訪問介護等のサービス利用料の個人負担分の

一部補助を行う。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

訪問介護利用者負担額 

助成金（人数） 
670 人 830 人 1,195 人 1,200 人 1,200 人 1,200 人 

訪問介護利用者負担額 

助成金（金額） 
4,797,195 円 5,353,928 円 7,152,701 円 7,200,000 円 7,200,000 円 7,200,000 円
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⑤共⽣型サービスの参⼊促進 （担当課：社会福祉課、介護⻑寿課）          

ア）障がいのある方が 65 歳以上となっても使い慣れた事業所で継続してサービス

を受けられるよう、共生型サービスの導入に向けて、事業所等の意向を把握す

るとともに参入を促進する。地域の実情に応じた検討を行い、基準に基づいた

事業所の指定等を行う。 

 

⑥介護⼈材の確保・育成の促進 （担当課：介護⻑寿課）               

ア）介護の日や各種イベント等を活用し、介護の仕事に関する情報や魅力などにつ

いて発信する。 

イ）社会福祉協議会や関係機関等が実施する資格取得や技術向上に向けた研修会、

就職相談会等の開催情報を提供するとともに、研修会等の開催を促進する。ま

た、介護福祉士の有資格者で、現在、福祉・介護現場に就業していない市民等

に研修情報が届くよう、広報などでの情報を発信する。 

ウ）未就業の介護福祉士等有資格者の活用を図るため、社会福祉協議会で運用する

福祉人材バンク職業紹介事業等と連携しつつ、人材の確保を進める。 
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（２）医療・介護連携 

 

施策の⽅向 

 

医療・介護を必要とする在宅の高齢者が増加する中で、今後とも、より適切で継続的

な医療・介護の提供が行われるよう、かかりつけ医のより一層の普及促進や医療環境の

確保を図るとともに、訪問診療の充実や在宅での看取りへの適切な支援等に向け、在宅

医療・介護連携推進事業を進める。 

 

取り組み内容 

①かかりつけ医の普及促進 （担当課：健康増進課、国⺠健康保険課）         

ア）重複受診等を避け、一元管理のもとで適切な医療の提供が行われるよう、医療

機関との連携、訪問指導、市広報誌等を通じて「かかりつけ医」の普及を促進

する。 

 

②医療環境の確保 （担当課：健康増進課）                     

ア）北部地域での診療機会の充実を目指し、北部広域市町村圏事務組合等との連携

のもと、医師の確保、救急医療の充実等医療体制の充実を図る。 

 

③在宅医療・介護連携の推進 （担当課：介護⻑寿課）                

ア）訪問診療の充実や在宅での看取りへの適切な支援に向け、診療所、歯科診療所、

病院、介護保険サービス事業所（居宅介護支援、訪問介護、訪問看護等）等と

の連携強化や訪問診療・往診に対応する医療機関の確保、やんばる在宅医療・

介護連携推進コーディネーター等関係スタッフのスキルアップ支援を促進す

る。在宅医療に関する市民の意識啓発等を進めるために、在宅医療・介護連携

推進事業の充実を図る。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度 

2017 年度

Ｈ29 年度 

2018 年度

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度 

在宅医療・介護連携推進委員会

開催数 
－ １回 ６回 ６回 ６回 ６回 

  



  

28 
 

（３）認知症対策の強化 

 

施策の⽅向 

 

認知症が増加する傾向にある中で、発症を予防するとともに、発症後の支援充実に向

け各種認知症対策を推進する。そのために、講演会や認知症予防教室等での啓発を図る

とともに、地域での見守り体制の充実や専門家チームによる支援体制の強化等を進める。 

 

取り組み内容 

①認知症に関する啓発 （担当課：介護⻑寿課）                  

ア）市民に対し、認知症に関する啓発を図るために、市広報誌等を通じて情報提供

を進めるとともに、講演会の開催に取り組む。 

イ）身近な地域で認知症予防等に関しての普及啓発を図るために、支所や区公民館

等での認知症予防教室（もの忘れ予防教室等）を開催する。 

ウ）市民の認知症等に関して学ぶ機会を拡充するため、市内外の団体支援による講

演会の開催を促進する。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

認知症講演会 参加人数 

・回数 

130 名 

（２回） 

102 名 

（１回） 
120 名 １回 １回 １回 

介護従事者向け研修会開催

数 
－ － － １回 １回 １回 

 

 

②認知症⾒守り体制等の確保 （担当課：介護⻑寿課）                

ア）社会全体で認知症への理解と認知症の人への見守り等が行えるよう、キャラバ

ン・メイトとの連携を図りつつ、学校や企業等を対象に、認知症サポーター養

成講座を開催する。さらに、認知症サポーターの養成を強化するために、養成

講座の講師となるキャラバン・メイトの育成（キャラバン・メイト養成研修の

開催）を図る。 

イ）地域での認知症者を含む高齢者等の見守り等を進めていくことができるよう、

「名護市認知症 SOS ネットワーク」の拡充（登録者の拡充、協力機関の拡充

等）を図るとともに、既存の「名護市見守り体制づくり事業」（災害時等にお
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いて、要援護高齢者等の迅速かつ的確な支援を行うためのしくみづくり）との

事業連携を進める。 

ウ）認知症高齢者等の見守り（日常的な見守りを含む）を先の認知症サポーター等

地域住民主体で行えるよう、自治会（区福祉推進委員会等）との連携を進める。 

エ）徘徊高齢者の早期発見に向けて、より実用的な機器の活用と活用方法の検討を

進めるとともに、活用に向け市民への周知を図っていく。 

オ）認知症当事者の社会参加の促進とその家族の負担感の軽減等を図るため、当事

者の会の設立支援や認知症カフェ等居場所づくりを進める。NPO、認知症サ

ポーター等との連携を図りながら進めていく。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度

Ｈ27 年度 

2016 年度

Ｈ28 年度 

2017 年度

Ｈ29 年度 

2018 年度

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度

Ｈ32 年度 

認知症サポーター養成人数 733 人 347 人 400 人 400 人 400 人 400 人 

認知症 SOS ネットワーク登録者数 － － 12 人 30 人 30 人 30 人 

認知症 SOS ネットワークの協力機関 

登録数 
－ － 12 団体 20 団体 30 団体 35 団体 

認知症 SOS ネットワークの模擬訓練 － － － 1 回 1 回 1 回 

徘徊高齢者探査事業利用者数 3 人 0 人 3 人 3 人 3 人 3 人 

認知症カフェ設置数 － － 1 箇所 2 箇所 4 箇所 5 箇所 

 
 

③認知症⽀援体制の強化 （担当課：介護⻑寿課）                  

ア）認知症の人やその家族に早期に支援できるよう、認知症サポート医、地域包括

支援センター職員（認知症地域支援推進員等）等と連携し、専門職で構成する

認知症初期集中支援チームの適切な運用を進めるとともに、発見から支援への

流れがスムーズに行えるよう、市民への周知、かかりつけ医や介護保険サービ

ス事業所等との連携を進める。 
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（４）在宅生活支援の推進 

 

施策の⽅向 

 

在宅高齢者の自立支援、一人暮らし高齢者の不安感等の解消や家族介護者の負担感等

の解消を図るため、在宅支援サービス、緊急通報システム、家族介護教室等各種支援策

の利用を促進する。 
 

取り組み内容 

①在宅⽀援サービスの推進 （担当課：介護⻑寿課）                

ア）在宅高齢者の自立を支援するために、軽度生活援助（ヘルパー派遣）、筋力ト

レーニング、配食サービス（食の自立支援事業）の提供を進める。なお、各サ

ービスについては、自立支援等の視点で適正な利用を図っていく。 
 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

軽度生活援助利用者数 

（延べ人数） 
498 人 594 人 280 人 290 人 290 人 290 人 

日常生活用具給付件数 0 件 0 件 0 件 1 件 1 件 1 件 

筋力トレーニング 実施回数 586 回 620 回 600 回 600 回 600 回 600 回 

配食サービス（食の自立支援

事業）延べ提供食数 

31,758 食 

要件を見直し 
26,431 食 27,000 食 28,200 食 29,400 食 30,600 食

 

②安⼼連絡サービスの推進 （担当課：介護⻑寿課）                

ア）一人暮らし高齢者の緊急時の対応、不安感・孤独感の解消を図るために、緊急

通報システムの設置、ふれあいコール事業の利用を促進するとともにその周知

を図っていく。 
 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

緊急通報システム事業 

利用者数 
29 人 29 人 30 人 30 人 30 人 30 人 

老人福祉電話利用者数 19 人 14 人 14 人 14 人 14 人 14 人 

ふれあいコール事業利用者数 2 人 2 人 3 人 ５人 6 人 7 人 
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③家族介護者への⽀援 （担当課：介護⻑寿課）                  

ア）要介護高齢者を介護する家族等に対し、認知症に関する知識や対応方法を含む

適切な介護知識・技術の習得を目的とした家族介護教室の開催を図る。新たな

参加者を確保するために、広報等を充実するとともに、地域や家族等のニーズ

を踏まえた取り組みを展開する。 

イ）介護による家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減する目的で、交流事業、

慰労事業、介護用品給付事業を進める。利用者増に向け、広報等の充実を図る。 

ウ）家族介護者の支援充実に向け、主体的な活動を行う「家族介護者の会」の組織

化を支援する。 

エ）介護と仕事の両立のため、市民や事業所に対し広く、ワーク・ライフ・バラン

スの考え方の周知やフレックスタイム制度、短時間正社員制度など、多様な働

き方について普及を行う。また、介護と仕事の両立に向けた働き方などについ

ての相談窓口を周知する。 
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（５）配慮が必要な高齢者への支援体制の充実 

 

施策の⽅向   
 

全国的にも増加傾向にある高齢者虐待の防止に取り組むとともに、認知症、経済生活

困窮等により、特に配慮が必要な高齢者が安心して暮らしていけるよう、権利擁護対策、

災害時要援護者支援対策の充実を進める。 

 

取り組み内容 

①⾼齢者への虐待防⽌と早期対応 （担当課：介護⻑寿課）              

ア）高齢者への虐待防止については、市民や介護サービス事業所等への啓発を図る

とともに、虐待に至らないよう関係者への対応方法や、早期に虐待の相談・通

報等が受けられるよう虐待の対応・相談窓口の周知を行う。 

イ）発生時対応については、より迅速な対応のため、高齢者虐待マニュアルを改定

し関係者間で内容の共有や見直しを行い、速やかな連携を図る。 

ウ）困難な事例の場合は、専門機関にアドバイスをもらいながら適切な対応に努め

るとともに、地域包括支援センター等の対応に関わる関係者への虐待防止や対

応に資する研修を行う。 

 

②権利擁護の適切な推進 （担当課：介護⻑寿課）                 

ア）認知症高齢者等の人権が適切に擁護されるよう、人権擁護に関する啓発を進め

るとともに、必要に応じて制度等の利用がなされるよう、成年後見制度（成年

後見制度利用支援事業を含む）や日常生活自立支援事業等の制度周知と利用促

進を図る。 

イ）後見人等の確保については、他地域の動向や後見人が必要な高齢者の状況を踏

まえ、必要に応じて社会福祉協議会との連携により後見人の育成、確保に取り

組む。 

 

③低所得者対策の推進 （担当課：⽣活⽀援課）                  

ア）相談支援員による訪問活動、各区や民生委員へ取り組み内容の周知、庁内外関

係機関との連携を図るなど、生活困窮者（高齢者）の発見、支援に努める。 
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④災害時要援護者⽀援対策の充実 （担当課：総務課、介護⻑寿課、社会福祉課）    

ア）災害発生時に円滑に避難誘導が行えるよう、防災計画の適切な運用に向け、同

意方式等による要援護者の把握、「名護市要援護者システム」を活用して支援

者となる地域協力員の確保等を進め、地域毎の支援体制づくりを目指す。 

イ）地域における見守り体制づくりを進めている在宅介護支援センターの取り組み

を支援するとともに、要援護者の支援プラン（個別計画）の作成に取り組む。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

同意方式による要援護者人数 56 人 56 人 60 人 110 人 160 人 210 人 

見守り地区（モデル）数 － － － 3 区 3 区 3 区 
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方針３ 地域で共に支え合い暮らす 

 

（１）高齢社会への意識づくりと相談支援体制の充実 

 

施策の⽅向 

 

地域の福祉問題について支える側と支えられる側に分かれるのではなく、次代を担う

子どもたちを含め地域住民が『我が事』のこととしてとらえ、支え合う福祉の心を育む

ため、学校での福祉教育や、市民に広く高齢者福祉等の啓発事業を進める。 

高齢者等の相談支援をより適切に行えるよう、地域包括支援センターを中心とする相

談体制の充実を図るとともに、区や日常生活圏域等身近な地域での相談機能の充実を進

める。高齢者を取り巻く課題は複雑化しており、分野ごと（縦割り）ではなく『丸ごと』

の総合相談支援の体制整備を目指す。また、市広報誌や市ホームページ等を通じて高齢

者および福祉関連の情報提供を進める。 

 

取り組み内容 

①⾼齢者福祉等への理解促進 （担当課：介護⻑寿課、学校教育課、社会福祉課）   

ア）小中学校の授業や学校行事等を活用して、保健福祉施設や社会福祉協議会、名

桜大学等との連携により、福祉教育の推進を図る。より効果的な教育が行われ

るよう、「福祉教育ネットワーク会議」等を通じて、福祉と教育の連携を強化

する。 

イ）職員研修等を通じて、高齢者福祉に対する教職員の理解を促進する。 

ウ）高齢者福祉への市民の理解を図れるよう、「福祉まつり」や「福祉大会」等へ

の参加を促進するとともに、高齢者福祉月間等での啓発事業を推進する。 

エ）地域における、高齢者と多様な世代との交流を促進する。 

オ）高齢者や家族が希望する終末期のあり方について、考える機会（講演会等）の

創出や、広報誌等へ掲載し啓発を行う。 

 

②相談体制の充実 （担当課：介護⻑寿課）                    

ア）高齢者の相談支援の中心的な役割を担う地域包括支援センターについて、日常

生活圏域毎に１箇所の設置を検討する。同センターについては、現在宅介護支

援センターの活用等、様々な方法でその確保を進める。 
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イ）高齢者の相談支援の役割を担う在宅介護支援センター（４箇所）については、

相談・支援機能の充実を図るため、相談員のスキルアップへの支援、関係機関

との連携強化の支援等を進めていく。 

ウ）地域包括支援センターの相談機能を強化するため、地域ケア会議等を通じて、

関係機関との連携強化を進める。 

エ）高齢者本人や家族等からの相談を受け、相談内容を検討した上で、必要に応じ

て地域支援ネットワーク等を活用しつつ、専門的、継続的な支援を行う。また、

相談事例より地域課題を抽出し、関係者との地域ケア個別会議を通して解決に

向けた検討を行う。 

 

③地域での相談体制の充実 （担当課：介護⻑寿課、社会福祉課、健康増進課）     

ア）区福祉推進委員会、区、民生委員など地域の相談員、社会福祉協議会コーディ

ネーター等との連携により、身近な地域での相談体制の充実を進める。特に、

区未加入の高齢者への相談対応に適切に取り組んでいく。 

イ）地域包括支援センター、在宅介護支援センター等で行っている訪問活動や健康

増進課の地域での保健相談等を通じて、専門職による地域での相談対応の充実

を図る。今後の圏域ごとへの地域型地域包括支援センター設置の検討にあわせ、

多職種間の連携拠点、高齢者の総合相談の拠点としての機能についても検討す

る。 

 

④⾼齢者・福祉関連情報の提供 （担当課：介護⻑寿課）              

ア）市のホームページ内の「高齢者いきいき便利帳」等を通して情報提供を進める

ため、内容の充実及び更新を進めるとともに、発信方法（ネット内リンクの充

実等）の工夫を図る。 

イ）「市民のひろば」等既存の広報誌を活用するとともに、社会資源マップ等の作

成により高齢者関連情報の提供を進めるため、定期的に「高齢者いきいき便利

帳」の情報更新を行う。 
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（２）地域包括ケアシステム体制の充実 

 

施策の⽅向 

 

本市の高齢者の地域での暮らしを総合的に支えていく地域包括ケアシステムの構築

に向け、地域包括支援センターの機能強化を進める。 

高齢者個人の生活課題等への対応から地域課題を踏まえた施策の検討に至るまで、多

職種間の連携の場となる地域ケア会議等の充実を図る。また、地域共生社会の実現に向

けた「我が事」「丸ごと」の包括的な支援体制、地域での支え合い体制の充実支援を図

る。 

 

取り組み内容 

①地域包括⽀援センターの拡充及び機能強化 （担当課：介護⻑寿課）        

ア）地域包括ケア体制の中心的役割を担う地域包括支援センターについて、その機

能を拡充・強化するために、４つの日常生活圏域ごとに１箇所の地域型の地域

包括支援センターの設置に向けた検討を行う。同時に、地域型の地域包括支援

センターの対応が困難な事例などの後方支援や調整を行う基幹型地域包括支

援センターの位置づけ等を検討する。 

イ）介護等に関する不安や悩みを持つ就業者の離職を防ぐため、関係機関との連携

のもと相談支援の充実を図る。 

ウ）多岐にわたる相談等に対応するため、地域包括支援センターの専門職等のさら

なる資質向上を目指す。 

エ）地域包括支援センターの運営や事業の実施状況を評価するとともに、高齢化の

進行に伴う相談支援の増加など、業務量や内容を勘案し、運営の適正化を図り

機能強化に努める。 

  

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

地域包括支援センター運営 

協議会の開催 
2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 ２回 

地域包括支援センターの設置

検討 
－ － － 検討 検討 

４地域型 

１基幹型 
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②名護市地域ケア会議の推進 （担当課：介護⻑寿課）               

ア）地域ケア個別会議で高齢者個人の支援充実や課題解決に向け、多職種による検

討やネットワーク構築を行う。また、自立支援に資するケアマネジメントの向

上のための「自立支援型地域ケア会議」を開催する。 

イ）個別ケースの検討から蓄積された地域の共通課題等について整理し、地域に必

要と考えられる取り組みを検討する「地域ケア圏域別会議」の充実を目指す。 

ウ）全市的な課題等について、全市レベルの「地域ケア推進会議」にて協議し、資

源開発、支援の基盤整備や市施策の政策形成を目指す。 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

地域ケア個別会議 － － 実施 随時 随時 随時 

自立支援型地域ケア会議 － － － １2 回 １2 回 １2 回 

地域ケア圏域別会議 － － － 2 回 2 回 4 回 

地域ケア推進会議（市全体） － － － １回 １回 １回 

 
 

③課題解決に向けた取り組みの協議の場の充実 （担当課：介護⻑寿課）       

ア）日常生活圏域を担当する第２層の生活支援コーディネーターを中心に、地域の

相談員等との連携のもと抽出された地域課題や地域資源を整理し、地域課題の

解決策を検討する場として各圏域に設置した第２層協議体を充実させていく。 

イ）市全域の第１層と、第２層コーディネーターは連携を密にし、市内の課題や有

効な取り組み等について情報を共有する。 

 

 

■計画目標（介護長寿課） 

項  目 

実績（Ｈ29 年度は見込） 第８次 目標 

2015 年度 

Ｈ27 年度 

2016 年度 

Ｈ28 年度 

2017 年度 

Ｈ29 年度 

2018 年度 

Ｈ30 年度 

2019 年度 

Ｈ31 年度 

2020 年度 

Ｈ32 年度 

第１層協議体の開催 ３回 ３回 ３回 ４回 ４回 ４回 

第２層協議体の開催 － － 4×１回 4×２回 4×3 回 4×3 回 
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④⾼齢者⽀援体制の充実 （担当課：介護⻑寿課、社会福祉課、⽣活⽀援課）      

ア）生活支援コーディネーターは、社会福祉協議会コーディネーターをはじめ関係

機関との連携により、区での介護予防や見守り活動を行う地域人材の確保・育

成の支援を行う。さらに、地域で必要なサービスの創出や見守りなどの住民主

体の活動を支援するとともに、閉じこもりがちな高齢者をミニデイサービスな

どの地域資源につなぐなど、資源を活用した取り組みを進める。 

イ）高齢者本人以外の様々な支援ニーズにも適切に対応していくことができるよう、

関係機関等との連携のもと、包括的な支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

名護市地域ケア会議      名護市協議体 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア推進会議（市全体） 

関係者の代表者 

地域ケア圏域別会議（圏域別）

圏域の代表者 

自立支援型地域ケア個別会議 
（自立支援や予防に関する協議） 

地域ケア個別会議 随時開催 
実務者 

第１層生活支援協議体 

（市全体） 

第２層生活支援協議体 

（圏域別） 

多様な主体による多様な
取組のコーディネート機
能を担い、⼀体的な活動を
推進（資源開発、ネットワ
ーク構築、ニーズと取組の
マッチング） 

役割  
多職種の協働による個別ケース（困難事
例等）の⽀援を通じた①地域⽀援ネット
ワークの構築、②⾼齢者の⾃⽴⽀援に資
するケアマネジメント⽀援、③地域課題
の把握を⾏い協議 

役割  
⽣活⽀援・介護予防サービスの充実に向け
て、定期的な情報の共有・連携強化の場。
ボランティア等の⽣活⽀援の担い⼿の養
成・発掘等の地域資源の開発やそのネット
ワーク化などを協議。区のインフォーマル
サービスをつなげる。予防的な部分 

コーディネーター

コーディネーター


